
「Made in 新潟 新技術 普及・活用制度」の
登録期限を延長します

（改正による効果）
・ 登録期限を延長することで、優れた技術をより適切に評価できるよう制度を

改正し、一般技術からゴールド技術・プラチナ技術への移行を促進します

・ 登録期限の延長により、企業の開発意欲を高め、登録技術数のさらなる
増加につなげます

（改正内容）
・ 一般技術の登録期限を10年に延長します
・ ゴールド技術の登録期限を15年に延長します

（登録期限の延長内容）

２～４年
延長

３年
延長


